
市内で発生した食中毒事件等について　(令和5年4月～令和6年1月)

１．市内で発生した食中毒一覧

発生年月日 喫食者数
患者数

(死者数）
病因物質

原因
施設

原因施設
所在地

報告
資料

1 令和5年4月23日 415 21(0) ウエルシュ菌 飲食店 泉区 前回報告済

2 令和5年5月15日 1 1(0) アニサキス スーパー 太白区 前回報告済

3 令和5年10月16日 2 1(0) アニサキス 飲食店 青葉区 前回報告済

4 令和5年11月9日 4 1(0) アニサキス 飲食店 青葉区 1-1

5 令和6年12月16日 17 8(0) サルモネラＯ８ 飲食店 青葉区 1-2

6 令和6年1月24日 5 1(0) アニサキス 飲食店 青葉区 1-3

計 444 33(0)

（参考）宮城県内の食中毒発生件数合計【（）内仙台市再掲】

発生件数 患者数 死亡者数

14(6) 42(33) 0(0)

13(5) 56(34) 0(0)

２.市の検査で発見した違反食品

検査等年月日

1 令和5年4月11日

2 令和5年4月18日

3 令和5年6月17日

4 令和5年7月16日

5 令和5年8月26日

6 令和5年9月8日

7 令和5年12月17日

8 令和5年12月21日

アイスミルク
食品衛生法第13条第2項違反
大腸菌群陽性

食品等

昨年度同期

措置等

前回協議会からの追加分（令和5年11月から令和6年1月分）について背景色塗

管轄自治体へ通報
（その後、管轄自治体より回収命令）

輸入菓子
（ベトナム産）

違反内容

回収命令
改善指示書交付

加熱食肉製品
食品衛生法第13条第2項違反
E.coli陽性

販売禁止命令
改善指示書交付

魚肉練り製品
（笹かまぼこ）

食品衛生法第13条第2項違反
大腸菌群陽性

管轄自治体へ通報

食品衛生法第13条第2項違反
食品添加物（プロピレングリコール）
基準値超過

食品衛生法第13条第2項違反
大腸菌群陽性

回収命令
改善指示書交付

期間

令和5年4月から令和6年1月末まで

原因食品

令和5年12月15日および16日に
提供された飲食店の食事

刺身盛合せ
（マグロ、ヤリイカ、アイナメ、

キンメダイ、ブリ、シマアジなど）

報告資料1

サンマの刺身

刺身盛合わせ
（イカ、マダイ、マグロ）

刺身（サンマ、イワシ）

輸入メロン
（ホンジュラス産）

食品衛生法第13条第2項違反疑い
農薬（ジフェノコナゾール、アゾキシ
ストロビン）基準値超過

管轄自治体へ通報

生食用かき
食品衛生法第6条第2項違反
まひ性貝毒基準値超過

管轄自治体へ通報

魚肉練り製品
（笹かまぼこ）

食品衛生法第13条第2項違反
大腸菌群陽性

管轄自治体へ通報

魚肉練り製品
（笹かまぼこ）

ラーメン、油そば


